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上場会社における女性役員登用の再検証

一
、
は
じ
め
に

二
、
会
社
法
上
の
役
員
制
度
と
「
女
性
活
躍
推
進
」
の
接
点

三
、「
令
和
元
年
度
な
で
し
こ
銘
柄
」
報
告
書
の
読
み
解
き

四
、
女
性
役
員
登
用
と
企
業
価
値

五
、
む
す
び
に
か
え
て
│
女
性
役
員
ク
オ
ー
タ
制
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
案
の
ゆ
く
え

一
、
は
じ
め
に

　

世
界
各
国
の
男
女
格
差
を
測
る
国
際
的
指
標
に
は
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
（W

orld E
conom

ic Forum

）
が
公
表
す
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
（G

ender G
ap Index, 

以
下
Ｇ
Ｇ
Ｉ
）
と
、
国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
指

数
（G

ender Inequality Index, 

以
下
Ｇ
Ｉ
Ｉ
）
の
ふ
た
つ
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
日
本
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
芳
し
く
な
い
。
た
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け
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和
元
年
度
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で
し
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書
を
て
が
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り
と
し
て
〜



55巻１・２合併号　（2021. １）　（　　）30

論説　共通論題：「女性」

と
え
ば
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
の
「G

lobal G
ender G

ap R
eport 2020

」
に
発
表
さ
れ
た
Ｇ
Ｇ
Ｉ
の
日
本
の
総
合
ス
コ
ア
は
〇
・

六
五
二
、
順
位
は
一
五
三
か
国
中
一
二
一
位
で
あ
っ
た
。
分
野
別
ス
コ
ア
で
は
、
経
済
〇
・
五
九
八
（
一
一
五
位
）、
政
治
〇
・
〇

四
九
（
一
四
四
位
）、
教
育
〇
・
九
八
三
（
九
一
位
）、
健
康
〇
・
九
七
九
（
四
〇
位
）
で
あ
り
、
経
済
分
野
と
政
治
分
野
が
足
を
引
っ

張
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
Ｇ
Ｉ
Ｉ
で
は
二
〇
一
九
年
統
計
更
新
に
よ
る
と
、
日
本
は
総
合
値
（
保
健
・
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
・
労

働
市
場
の
三
側
面
）
は
〇
・
〇
九
九
、
順
位
は
一
六
二
か
国
中
二
三
位
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
で
は
な
い
が
、
以
前
、
会
社
法
と
Ｅ
Ｕ
企
業
法
の
視
点
か
ら
女
性
役
員
ク
オ
ー
タ
制
に
関
す
る
Ｅ

Ｕ
法
（
Ｅ
Ｕ
指
令
）
案
の
動
向
に
つ
き
論
稿
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
に
く
ら
べ
我
が
国
の
Ｇ
Ｇ
Ｉ
と
Ｇ
Ｉ
Ｉ
は

総
合
ラ
ン
キ
ン
グ
を
下
げ
続
け
て
お
り
、
政
府
の
掲
げ
た
女
性
役
員
登
用
の
二
〇
二
〇
年
目
標
値
も
達
成
で
き
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
に

お
い
て
も
、
女
性
役
員
ク
ォ
ー
タ
制
を
全
加
盟
国
に
導
入
す
る
Ｅ
Ｕ
法
案
は
、
相
変
わ
ら
ず
審
議
中
の
ま
ま
膠
着
し
て
い
る
。
国
連

の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
ゴ
ー
ル
５
に
も
関
連
す
る
「
女
性
役
員
登
用
」
は
、
前
を
向
い
て
は
い
る
も
の
の
、
そ

の
進
み
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
我
が
国
の
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
企
業
を
素
材
と
し
て
上
場
会
社
に
お
け
る
女
性
役

員
登
用
に
つ
き
再
検
証
を
試
み
る
。
そ
し
て
最
後
に
Ｅ
Ｕ
指
令
案
の
現
況
も
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

二
、
会
社
法
上
の
役
員
制
度
と
「
女
性
活
躍
推
進
」
の
接
点

　

女
性
役
員
登
用
の
再
検
証
の
前
提
条
件
と
し
て
、
我
が
国
に
お
け
る
「
女
性
活
躍
推
進
」
の
建
付
け
と
会
社
法
上
の
役
員
制
度
に

つ
き
俯
瞰
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、「
女
性
活
躍
推
進
」
と
会
社
法
の
間
に
接
点
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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【
女
性
活
躍
推
進
法
】

　

二
〇
一
三
年
六
月
、
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
が
「
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
指
導
的
地

位
に
女
性
が
占
め
る
割
合
が
、
少
な
く
と
も
三
〇
％
程
度
に
な
る
よ
う
期
待
す
る
」
と
い
う
目
標
を
設
定
し
、
二
〇
一
五
年
に
は
一

〇
年
間
の
時
限
立
法
と
し
て
「
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
七
年
法
律
第
六
四
号
）」（
以
下
、

女
性
活
躍
推
進
法
）
が
成
立
し
、
第
四
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
（
同
年
一
二
月
閣
議
決
定
）
で
は
「
上
場
企
業
役
員
に
占
め
る

女
性
の
割
合
を
五
％
（
早
期
）、
さ
ら
に
一
〇
％
（
二
〇
二
〇
年
）
を
目
指
す
」
旨
の
数
値
目
標
を
示
し
た
。

　

二
〇
一
六
年
に
は
女
性
活
躍
推
進
法
に
よ
り
、
民
間
企
業
（
労
働
者
三
〇
〇
人
超
）
を
対
象
と
し
て
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の

策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
九
年
に
女
性
活
躍
推
進
法
の
改
正
（
令
和
元
年
法
律
第
二
四
号
）
が
行
わ
れ
、
情
報

公
表
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、
対
象
事
業
者
を
労
働
者
一
〇
〇
人
超
の
一
般
事
業
主
に
拡
大
し
た
。

　

厚
生
労
働
省
は
、
こ
れ
ら
の
行
動
計
画
の
策
定
・
届
出
を
行
っ
た
企
業
の
う
ち
、
女
性
の
活
躍
推
進
に
関
す
る
取
り
組
み
（
五
つ

の
認
定
基
準
）
の
実
施
状
況
等
が
優
良
な
企
業
は
、
都
道
府
県
労
働
局
へ
の
申
請
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
（
え
る
ぼ
し
認
定
）
を
導
入
し
た
。
認
定
企
業
は
「
え
る
ぼ
し
」
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
使
用
が
で
き
る
。
ま
た
改
正
法
後
は
、

従
来
の
え
る
ぼ
し
認
定
よ
り
水
準
の
高
い
、
特
例
認
定
制
度
（
プ
ラ
チ
ナ
え
る
ぼ
し
認
定
）
を
創
設
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
化

し
て
い
る
。

【
な
で
し
こ
銘
柄
】

　

一
方
、
経
済
産
業
省
と
東
京
証
券
取
引
所
は
、
い
ち
早
く
二
〇
一
二
年
度
か
ら
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。「
な

で
し
こ
銘
柄
」
制
度
と
は
、
女
性
活
躍
推
進
に
優
れ
た
上
場
企
業
を
、「
中
長
期
の
企
業
価
値
向
上
」
を
重
視
す
る
投
資
家
に
と
っ
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て
魅
力
あ
る
銘
柄
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
東
証
上
場
企
業
各
社
の
女
性
活
躍
推
進
の
取
り
組
み
を
加
速
化
し
よ
う
と
す

る
制
度
で
あ
る
。

　

実
際
、
資
本
市
場
で
は
世
界
的
潮
流
と
し
て
、
非
財
務
的
情
報
で
あ
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（
環
境
・
社
会
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
情
報
を
投
資
判

断
に
用
い
る
「
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
」
が
機
関
投
資
家
を
中
心
に
拡
大
し
て
い
る
。
内
閣
府
調
査
（
二
〇
一
九
年
）
に
よ
る
と
、
機
関
投
資

家
は
、
投
資
に
お
い
て
活
用
す
る
情
報
と
し
て
、「
女
性
取
締
役
の
比
率
」（
機
関
投
資
家
の
四
八
・
七
％
が
着
目
）
と
「
女
性
管
理

職
の
比
率
」（
同
四
三
・
七
％
）
を
あ
げ
て
お
り
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
制
度
は
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
お
よ
び
「
準
な
で
し
こ
」
の
選
定
方
法
は
、
東
京
証
券
取
引
所
に
上
場
す
る
す
べ
て
の
企
業
（
東
証
一
部
、

東
証
二
部
、
マ
ザ
ー
ス
、JA

SD
A

Q

及
び
外
国
株
）、
約
三
六
〇
〇
社
を
対
象
に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
要
件
を
満
た
し
た
企
業
に
つ

い
て
、
女
性
活
躍
度
調
査
の
ス
コ
ア
リ
ン
グ
結
果
に
財
務
指
標
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）
に
よ
る
加
点
を
経
て
、
業
種
ご
と
に
上
位
に
ラ
ン
ク
イ

ン
し
た
企
業
を
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
と
し
て
選
定
し
、
選
定
に
も
れ
た
企
業
の
う
ち
全
体
順
位
上
位
一
五
％
程
度
以
上
の
ス
コ
ア
の

企
業
を
「
準
な
で
し
こ
」
と
し
て
選
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（「
令
和
元
年
度
な
で
し
こ
銘
柄
」
報
告
書
六
頁
、
以
下
報
告
書
）。

　

東
京
証
券
取
引
所
（
以
下
、
東
証
）「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
の
改
訂
（
二
〇
一
八
年
六
月
）
を
受
け
て
、
経

済
産
業
省
は
二
〇
一
七
年
三
月
に
発
表
し
た
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
二
・
〇
行
動
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改
訂
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
実
践

の
た
め
の
七
つ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
三
項
目
め
は
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
：
構
成
員
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
国
際
面
を
含
む
多
様
性
の
確
保

に
よ
り
取
締
役
会
の
監
督
機
能
を
高
め
、
取
締
役
会
が
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
経
営
の
取
り
組
み
を
適
切
に
監
督
す
る
」（
改
訂
に
よ
る

追
記
を
傍
線
で
表
示
）
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
連
動
し
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
選
定
に
あ
た
っ
て
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
要
件
は
、

令
和
元
年
度
（
二
〇
一
九
年
度
）
の
場
合
、
①
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
る
こ
と
、
②
厚
生
労
働
省
の

「
女
性
の
活
躍
推
進
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
「
女
性
管
理
職
比
率
」
を
開
示
し
て
い
る
こ
と
、
③
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
に
お
い
て

7
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は
女
性
取
締
役
が
一
名
以
上
い
る
こ
と
、「
準
な
で
し
こ
」
に
お
い
て
は
取
締
役
、
ま
た
は
監
査
役
、
ま
た
は
執
行
役
員
の
い
ず
れ

か
に
女
性
一
名
以
上
い
る
こ
と
の
三
点
で
あ
っ
た
（
報
告
書
五

－

六
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
制
度
は
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
要
件
に
女
性
役
員
登
用
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
報
告

書
に
は
選
定
さ
れ
た
企
業
各
社
別
の
女
性
役
員
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
別
表
１
）。
後
述
す
る
東
証
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
報
告
書
の
開
示
項
目
に
は
性
別
記
載
が
な
い
の
で
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
上
場
会
社
に
お
け
る
女
性
役
員
登
用
の
再
検
証
」

を
行
う
た
め
の
実
態
デ
ー
タ
と
し
て
は
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
報
告
書
が
最
適
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

【
東
証
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
コ
ー
ド
】

　

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
東
証
で
は
実
効
的
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
資
す
る
主
要
な
原
則
を
取
り
ま
と
め
た

「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
が
二
〇
一
五
年
か
ら
定
め
ら
れ
、
東
証
一
部
・
二
部
の
上
場
会
社
は
全
原
則
に
つ
い
て
、

マ
ザ
ー
ス
お
よ
びJA

SD
A

Q

の
上
場
会
社
は
基
本
原
則
の
み
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
な
い
項
目
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
理

由
を
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
東
証
（
マ

ザ
ー
ス
・JA

SD
A

Q

含
）
に
上
場
す
る
株
式
会
社
は
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
内
容
は
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
サ
ー
ビ
ス
」
と
し
て
、
東
証
Ｈ
Ｐ
で
広
く
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
東
証
の
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
に
お
い
て
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
女
性
活
躍
推
進
、
わ
け
て
も
「
女

性
役
員
登
用
」
に
関
連
す
る
部
分
は
、【
原
則
二

－

四　

女
性
の
活
躍
推
進
を
含
む
社
内
の
多
様
性
の
確
保
】（「
上
場
会
社
は
、
社

内
に
異
な
る
経
験
・
技
能
・
属
性
を
反
映
し
た
多
様
な
視
点
や
価
値
観
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
会
社
の
持
続
的
な
成
長
を
確
保
す
る

上
で
の
強
み
と
な
り
得
る
、
と
の
認
識
に
立
ち
、
社
内
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
推
進
を
含
む
多
様
性
の
確
保
を
推
進
す
べ
き
で
あ

8
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る
」）、
と
【
原
則
四

－

一
一　

取
締
役
会
・
監
査
役
会
の
実
効
性
確
保
の
た
め
の
前
提
条
件
】（「
取
締
役
会
は
、
そ
の
役
割
・
責
務

を
実
効
的
に
果
た
す
た
め
の
知
識
・
経
験
・
能
力
を
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
良
く
備
え
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
国
際
性
の
面
を
含
む
多
様

性
と
適
性
規
模
を
両
立
さ
せ
る
形
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
監
査
役
に
は
、
適
切
な
経
験
・
能
力
及
び
必
要
な
財
務
・

会
計
・
法
務
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
者
が
選
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、
財
務
・
会
計
に
関
す
る
十
分
な
知
見
を
有
し
て
い

る
者
が
一
名
以
上
選
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
取
締
役
会
は
、
取
締
役
会
全
体
と
し
て
の
実
効
性
に
関
す
る
分
析
・
評
価
を
行
う
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
機
能
性
の
向
上
を
図
る
べ
き
で
あ
る
」）、
こ
の
ふ
た
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、【
原
則
四

－

八　

独
立
社
外
取
締
役
の
有
効
な
活
用
】
と
し
て
、
会
社
形
態
を
問
わ
ず
少
な
く
と
も
二
名
以
上
の
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
を
求

め
た
部
分
も
影
響
し
て
い
る
。

　

原
則
二

－

四
で
は
、
明
確
に
社
内
に
お
け
る
「
女
性
活
躍
推
進
」
を
打
ち
出
し
、
そ
の
根
拠
を
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
意
識
し
た
「
会
社
の

持
続
的
な
成
長
」
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
社
内
の
女
性
人
材
を
役
員
・
執
行
役
（
員
）
に
登
用
す
る
例
が
い
ま
だ
少
な
い
こ
と

は
、
本
稿
の
後
半
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

原
則
四

－

一
一
で
は
、
取
締
役
の
人
材
と
し
て
「
知
識
・
経
験
・
能
力
を
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
良
く
備
え
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
国

際
性
の
面
を
含
む
多
様
性
」
を
あ
げ
、
監
査
役
の
人
材
と
し
て
は
「
適
切
な
経
験
・
能
力
及
び
必
要
な
財
務
・
会
計
・
法
務
に
関
す

る
知
識
を
有
す
る
者
」
を
あ
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、「
女
性
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
多
様
性
と

い
う
文
言
は
「
女
性
」
を
含
む
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
知
識
・
経
験
・
能
力
の
文
言
か
ら
は
、
社
外
の
専
門
家
を
想
起
さ
せ
る
。
独

立
社
外
取
締
役
二
名
以
上
を
課
し
た
原
則
四

－

八
に
加
え
、
会
社
法
の
上
場
会
社
に
対
す
る
社
外
役
員
（
取
締
役
・
監
査
役
）
の
要

請
も
あ
い
ま
っ
て
（
後
述
参
照
）、
社
外
役
員
と
し
て
、
女
性
の
専
門
家
を
登
用
す
る
傾
向
が
促
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
10
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【
会
社
法
】

　

会
社
法
上
の
役
員
制
度
と
女
性
活
躍
推
進
に
接
点
は
存
在
し
な
い
。
我
が
国
の
会
社
法
は
二
〇
〇
五
年
に
単
行
法
と
な
っ
た
が
、

商
法
典
第
二
編
会
社
の
時
代
か
ら
、
組
織
法
と
し
て
出
資
者
た
る
株
主
と
会
社
機
関
（
そ
の
構
成
員
た
る
役
員
を
含
む
）
の
関
係
を

律
す
る
も
の
の
、
会
社
従
業
員
と
の
雇
用
関
係
や
会
社
役
員
の
性
別
や
年
齢
を
定
め
る
規
定
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と

も
会
社
法
は
、
役
員
（
と
く
に
取
締
役
）
に
対
し
て
、
法
令
順
守
義
務
（
会
社
法
三
五
五
条
）
や
、
委
任
関
係
に
も
と
づ
き
民
法
六

四
四
条
の
定
め
る
善
管
注
意
義
務
（
同
法
三
三
〇
条
）、
株
式
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
の
内
部
統
制
の
整
備
義
務
（
同
法
三
四
八

条
三
項
四
号
）
を
定
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
文
脈
で
会
社
の
取
締
役
は
女
性
活
躍
推
進
法
を
法
令
と
し
て
遵
守
し
、
か
つ
遵
守
す
る

こ
と
に
善
管
注
意
義
務
を
負
い
、
女
性
活
躍
推
進
を
目
指
す
内
部
統
制
を
構
築
す
る
義
務
を
負
う
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
つ
。

　

注
意
を
要
す
る
の
は
、
会
社
法
上
の
「
役
員
」
の
定
義
で
あ
る
。
会
社
法
三
二
九
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
役
員
と
は
「
取
締
役
、
会

計
参
与
、
及
び
監
査
役
」
を
い
う
。「
執
行
役
」
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
を
兼
務
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
（
同
法
四
〇
二
条

六
項
）、
役
員
等
の
損
賠
賠
償
責
任
に
関
す
る
会
社
法
四
二
三
条
一
項
で
は
「
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役
ま
た
は
会

計
監
査
人
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
）」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
取
締
役
を
兼
務
し
な
い
「
執
行
役
」

は
「
役
員
」
で
は
な
い
が
、「
役
員
等
」
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
会
社
法
規
定
の
文
言
に
よ
れ
ば
、「
役

員
」
に
「
執
行
役
」
は
含
ま
れ
ず
、
狭
義
の
「
女
性
役
員
」
と
は
「
取
締
役
・
会
計
参
与
・
監
査
役
」
の
う
ち
女
性
で
あ
る
者
を
意

味
す
る
。「
役
員
等
」
ま
で
拡
大
す
れ
ば
執
行
役
の
う
ち
女
性
で
あ
る
者
も
含
ま
れ
よ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
会
社
法
の
定
め
る
株
式
会
社
の
運
営
機
関
の
形
態
と
役
員
（
等
）
の
役
割
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
行
法
下

で
は
、
株
式
会
社
の
運
営
機
関
の
形
態
は
、
お
お
む
ね
①
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
、
②
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
、
③
監
査
等
委

員
会
設
置
会
社
に
大
別
さ
れ
る
。
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①
で
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
、
業
務
執
行
を
行
う
取
締
役
と
取
締
役
の
職
務
執
行
を
監
査
す
る
監
査
役
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ

る
。
監
査
役
会
が
構
成
さ
れ
る
場
合
、
監
査
役
は
三
人
以
上
で
し
か
も
そ
の
半
数
以
上
は
社
外
監
査
役
で
な
く
て
な
ら
な
い
（
同
法

三
三
五
条
三
項
）。
ま
た
、
上
場
会
社
等
で
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
は
株
主
総
会
で
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
義
務
が
生

じ
る
（
同
法
三
二
七
条
の
二
）。
①
は
我
が
国
の
株
式
会
社
の
運
営
機
関
の
伝
統
的
な
形
態
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
企
業
が
こ
の
形

態
を
採
用
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
②
と
③
で
は
、
監
査
役
は
存
在
せ
ず
、
株
主
総
会
は
取
締
役
の
み
を
選
任
す
る
。
②
で
は
取
締
役
会
が
選
任
し
た

執
行
役
に
会
社
の
業
務
執
行
の
決
定
の
多
く
と
執
行
が
委
任
さ
れ
、
取
締
役
会
は
そ
の
監
督
機
能
を
担
う
。
こ
の
た
め
取
締
役
会
に

は
指
名
委
員
会
・
監
査
委
員
会
・
報
酬
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
各
委
員
会
の
委
員
の
過
半
数
は
社
外
取
締
役
で
占
め
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
多
く
の
社
外
取
締
役
の
選
任
を
要
す
る
の
が
②
の
形
態
の
特
徴
で
あ
る
。
欧
米
諸
国
の
株
式
会
社
の
形
態
に
近
い
た
め
、
国
際

的
な
事
業
活
動
を
行
う
企
業
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

③
で
は
、
監
査
機
関
と
し
て
監
査
等
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
委
員
の
過
半
数
は
社
外
取
締
役
で
あ
る
。
監
査
等
委
員
で
あ
る

取
締
役
は
、
会
社
の
業
務
執
行
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
③
の
形
態
で
は
、
社
外
取
締
役
の
選
任
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
監
査
等

委
員
で
あ
る
取
締
役
と
業
務
執
行
を
行
う
取
締
役
の
兼
任
禁
止
が
特
徴
と
な
る
。

　

な
お
、
執
行
役
員
に
つ
い
て
は
、
②
の
場
合
の
取
締
役
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
会
社
法
上
の
「
執
行
役
」
と
、
①
の
場
合
で
あ
っ

て
も
株
式
会
社
の
社
内
人
事
制
度
に
よ
り
従
業
員
の
職
位
と
し
て
「
執
行
役
員
」
を
設
定
し
て
い
る
企
業
が
あ
り
、
実
態
デ
ー
タ
を

読
む
場
合
は
混
同
に
注
意
を
要
す
る
。
い
ず
れ
も
、
従
業
員
の
昇
進
を
示
す
が
、
後
者
の
場
合
は
企
業
内
の
任
意
的
制
度
に
す
ぎ
な

い
。

　

整
理
す
る
と
、
取
締
役
と
い
っ
て
も
①
と
②
・
③
で
は
そ
の
役
割
が
異
な
る
こ
と
、
上
場
会
社
は
い
ず
れ
も
「
社
外
取
締
役
」
が
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選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
監
査
役
会
設
置
会
社
の
場
合
は
「
社
外
監
査
役
」
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、「
女
性
役
員
登
用
」
を
検
証
す
る
際
は
、
ま
ず
株
式
会
社
の
運
営
機
関
の
形
態
が
①
、
②
ま
た
は
③
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
会
社
法
上
の
役
員
制
度
の
理
解
が
必
須
で
あ
り
、「
女
性
役
員
」
と
し
て
ひ
と
く

く
り
に
せ
ず
、
す
く
な
く
と
も
役
員
に
つ
い
て
は
「
取
締
役
」・「
監
査
役
」
の
区
別
、
さ
ら
に
「
社
外
」・「
社
内
」
の
区
別
を
行
い
、

そ
の
属
性
と
し
て
「
性
別
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
執
行
役
が
存
在
す
る
場
合
は
、
会
社
法
の
定
義
で
は
役

員
に
含
ま
れ
な
い
が
、
任
意
の
執
行
役
員
と
同
様
に
、
社
内
人
材
の
重
用
（
女
性
従
業
員
の
昇
進
）
の
点
で
員
数
・
性
別
の
確
認
が

必
要
で
あ
る
。
会
社
法
制
度
は
世
界
各
国
各
様
で
あ
る
た
め
、
国
際
比
較
は
さ
ら
に
複
雑
と
な
る
。
監
査
役
は
我
が
国
特
有
の
制
度

と
さ
れ
る
一
方
、
欧
米
社
会
で
は
伝
統
的
に
従
業
員
出
身
の
役
員
が
少
な
く
、
複
数
企
業
の
役
員
を
兼
務
す
る
エ
リ
ー
ト
層
が
存
在

す
る
ほ
か
、
す
で
に
女
性
役
員
ク
ォ
ー
タ
制
の
法
制
化
が
行
わ
れ
て
い
る
国
も
あ
る
な
ど
単
純
比
較
で
き
な
い
要
素
が
あ
る
。

三
、「
令
和
元
年
度
な
で
し
こ
銘
柄
」
報
告
書
の
読
み
解
き

　

二
〇
二
〇
年
三
月
、
経
済
産
業
省
と
東
京
証
券
取
引
所
は
令
和
元
年
度
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
と
し
て
四
六
社
、「
準
な
で
し
こ
」

と
し
て
二
〇
社
を
選
定
し
た
（
報
告
書
一
三

－

一
九
頁
）。「
な
で
し
こ
銘
柄
」
は
二
七
の
業
種
区
分
か
ら
選
定
さ
れ
、
選
定
枠
に
つ

い
て
は
原
則
一
業
種
一
枠
（
企
業
数
が
多
い
業
種
は
二
枠
）
と
な
っ
て
お
り
、「
準
な
で
し
こ
」
に
は
業
種
枠
は
な
い
（
同
七
頁
）。

　

選
定
に
あ
た
り
、
女
性
活
躍
推
進
に
関
す
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
き
「
女
性
活
躍
度
調
査
」
が
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
日
時
点

に
お
け
る
東
証
一
部
、
東
証
二
部
、
マ
ザ
ー
ス
、JA

SD
A

Q

全
上
場
企
業
三
六
四
四
社
に
対
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
う
ち
一
五
・
二
％

に
あ
た
る
五
五
四
社
か
ら
回
答
を
得
て
い
る
（
同
一
二
頁
）。
調
査
情
報
は
二
〇
一
八
年
度
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
一
部
の
ガ
バ

11

12

13

14
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ナ
ン
ス
情
報
は
回
答
時
点
ま
で
を
対
象
範
囲
と
し
て
い
る
た
め
（
同
二
〇
頁
）、
役
員
情
報
に
つ
い
て
は
二
〇
一
九
年
一
〇
月
当
時

の
情
報
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

報
告
書
で
は
、
令
和
元
年
度
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
選
定
企
業
取
組
紹
介
と
し
て
全
四
六
社
の
会
社
毎
の
デ
ー
タ
表
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
（
同
二
二

－

四
一
頁
）。
筆
者
は
、
こ
の
う
ち
、
女
性
役
員
登
用
に
関
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
、
デ
ー
タ
表
の
「
取
締
役
の
実
績
値
」、

「
監
査
役
・
執
行
役
員
・
管
理
職
の
実
績
値
」
お
よ
び
「
正
社
員
の
実
績
値
」
の
女
性
比
率
、
こ
れ
ら
に
着
目
し
て
検
証
を
試
み
た
。

そ
の
読
み
解
き
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
運
営
機
関
の
形
態
】

　

デ
ー
タ
表
「
監
査
役
・
執
行
役
員
・
管
理
職
の
実
績
値
」
の
項
に
お
い
て
、
監
査
役
に
数
字
が
入
っ
て
い
る
株
式
会
社
の
場
合
は

①
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
で
あ
り
、
数
字
が
入
っ
て
い
な
い
場
合
は
②
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
監
査
役
・
執
行
役
員
の
い
ず
れ
に
も
数
字
の
入
っ
て
い
な
い
場
合
は
③
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
四
六
社
の
会
社
形
態
は
、
①
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
三
四
社
、
②
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
七
社
、
③
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
五
社
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

【
女
性
取
締
役
】

　

デ
ー
タ
表
「
取
締
役
の
実
績
値
」
の
項
に
お
い
て
、（
ア
）
男
女
合
わ
せ
た
全
数
と
女
性
数
、
さ
ら
に
（
イ
）
社
内
取
締
役
の
全

数
と
女
性
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
ア
）
は
、
全
四
六
社
に
お
い
て
「
女
性
取
締
役
」
が
登
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、（
ア
）
に
は
、（
男
女
関
係
な
く
）
外
部
の

15
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弁
護
士
・
大
学
教
員
・
会
計
士
・
経
営
者
等
の
専
門
家
・
有
識
者
で
構
成
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
社
外
取
締
役
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
取
締
役
の
役
割
は
株
式
会
社
の
形
態
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。
②
・
③
の
会
社
形
態
で
は
監
査
役
が
い
な
い
た

め
業
務
執
行
の
監
査
を
担
う
取
締
役
が
必
要
で
、
客
観
性
か
ら
社
外
取
締
役
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。
①
の
形
態
で
あ
っ
て
も
上
場
会

社
の
場
合
は
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
と
い
わ
れ
る
会
社
法
の
規
定
（
同
法
三
二
七
条
の
二
）
の
適
用
を
受
け
、
か

つ
東
証
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
り
「
多
様
な
」
社
外
取
締
役
の
選
任
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

四
六
社
の
す
べ
て
に
お
い
て
社
外
取
締
役
の
選
任
が
必
要
と
な
り
、
こ
こ
に
女
性
専
門
家
が
社
外
取
締
役
に
充
て
ら
れ
て
い
る
と
推

測
さ
れ
る
。

　
（
イ
）
は
、
従
業
員
出
身
（
い
わ
ゆ
る
「
は
え
ぬ
き
」）
の
取
締
役
、
社
内
取
締
役
で
あ
る
。
女
性
社
内
取
締
役
の
登
用
に
つ
い
て

は
、
全
四
六
社
中
九
社
（
一
九
・
六
％
）
の
み
に
と
ど
ま
る
。
内
訳
を
み
る
と
、
①
の
形
態
を
と
る
三
四
社
中
五
社
、
②
の
形
態
で

は
七
社
中
一
社
、
③
の
形
態
で
は
五
社
中
三
社
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　
（
ア
）
と
（
イ
）
に
よ
り
、
女
性
取
締
役
は
社
外
取
締
役
の
み
と
い
う
会
社
が
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
四
六
社
の
う
ち
三
七
社
（
八

〇
・
四
％
）（
①
三
四
社
中
二
九
社
、
②
七
社
中
六
社
、
③
五
社
中
三
社
）
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

【
女
性
監
査
役
】

　

監
査
役
を
置
く
会
社
は
、
①
の
会
社
形
態
を
と
る
三
四
社
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
女
性
監
査
役
を
置
く
会
社
は
一
八
社
（
五
二
・

九
％
）
で
あ
る
。
監
査
役
会
は
監
査
役
三
人
以
上
で
構
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
そ
の
半
数
以
上
は
社
外
監
査
役
で
あ
る
こ
と
を
会

社
法
は
規
定
し
て
い
る
（
同
法
三
三
五
条
三
項
）。
し
か
し
、
女
性
監
査
役
が
「
社
外
」
監
査
役
で
あ
る
か
、「
社
内
」
監
査
役
で
あ

る
か
は
、
デ
ー
タ
表
に
記
載
が
な
い
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
東
証
に
上
場
会
社
が
開
示
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
サ
ー
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ビ
ス
を
利
用
し
て
、
社
外
監
査
役
の
性
別
・
属
性
の
確
認
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
社
中
三
社
が
「
社
内
」
監
査
役
と
し
て
女

性
を
登
用
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
三
四
社
中
の
一
割
に
満
た
な
い
（
八
・
八
二
％
）。
一
八
社
中
一
五
社
の
女
性
監

査
役
は
す
べ
て
「
社
外
」
監
査
役
で
あ
り
、
そ
の
属
性
は
、
弁
護
士
八
名
、
公
認
会
計
士
三
名
、
弁
理
士
一
名
、
学
者
（
大
学
教
員
）

一
名
、
経
営
者
二
名
、
と
い
っ
た
社
外
専
門
家
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
女
性
役
員
登
用
」
と
は
、
現
段
階
で
は
企
業
外
部
（
社
外
）
の
女
性
専
門
家
の
登
用
を
意
味
し
、
社
内
の

女
性
従
業
員
か
ら
会
社
法
上
の
役
員
登
用
を
行
う
こ
と
は
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
企
業
で
も
か
な
り
少
な
い
こ
と
（
四
六
社
中
女
性

社
内
監
査
役
三
社
、
女
性
社
内
取
締
役
九
社
）
が
検
証
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
や
東
証
の
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
白
書
」
か
ら
あ
る
程
度
は
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
選
定
企
業
も
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

【
執
行
役
員
・
管
理
職
か
ら
み
る
と
社
内
女
性
人
材
の
登
用
】

　

で
は
、
最
後
に
、
社
内
の
女
性
人
材
の
昇
進
と
い
う
側
面
か
ら
、
デ
ー
タ
表
の
「
執
行
役
員
・
管
理
職
の
実
績
値
」
と
「
正
社
員

の
実
績
値
」
の
女
性
比
率
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
企
業
内
部
（
社
内
）
に
お
け
る
業
務
執
行
者
・
一
般
管
理
職
へ
の
女
性
人
材
の

登
用
、
所
謂
、
職
場
に
お
け
る
両
性
間
の
機
会
平
等
の
実
態
で
あ
る
。

　

会
社
法
上
の
執
行
役
が
存
在
す
る
②
の
会
社
形
態
七
社
の
う
ち
三
社
が
執
行
役
に
女
性
を
登
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
①
の
会
社
形

態
で
あ
っ
て
も
、
社
内
人
事
制
度
上
の
職
位
と
し
て
「
執
行
役
員
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
三
四
社
す
べ
て
が
任
意
的
執

行
役
員
制
度
を
導
入
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
女
性
を
登
用
し
て
い
る
の
は
二
三
社
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
四
六
社
中
、

執
行
役
・
執
行
役
員
と
し
て
社
内
の
女
性
従
業
員
を
登
用
し
て
い
る
の
は
二
六
社
（
五
六
％
）
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

17
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こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
従
業
員
の
女
性
比
率
で
あ
る
。
役
員
の
人
材
を
企
業
外
部
に
求
め
、
転
職
が
盛
ん
な
欧
米
企
業
と
異

な
り
、
我
が
国
の
場
合
、
生
え
抜
き
の
従
業
員
が
昇
進
し
て
役
員
に
な
る
こ
と
が
い
ま
だ
に
一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
が
従
業
員
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
企
業
文
化
の
な
か
で
、「
女
性
活
躍
推
進
」
が
男
性
従
業
員
の
ポ
ス
ト
を
浸
食
し
て

い
る
、
女
性
の
ほ
う
が
昇
進
し
や
す
い
、
と
い
う
声
も
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
二
六
社
の
各
企
業
の
デ
ー
タ
表
に
お
け
る
執
行
役
・
執
行
役
員
に
お
け
る
女
性
比
率
（
ウ
）
と
当

該
企
業
の
正
社
員
の
女
性
比
率
（
エ
）
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
。
さ
ら
に
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
四
六
社
の
各
企
業
の
デ
ー
タ
表
に
記

載
さ
れ
た
管
理
職
に
お
け
る
女
性
比
率
（
オ
）
と
当
該
企
業
の
正
社
員
の
女
性
比
率
（
エ
）
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
。
か
り
に
、（
ウ
）

が
（
エ
）
よ
り
大
き
い
、
ま
た
は
（
オ
）
が
（
エ
）
よ
り
大
き
い
な
ら
ば
、
そ
の
企
業
は
、「
女
性
の
ほ
う
が
男
性
よ
り
昇
進
し
や

す
い
」
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
企
業
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
業
種
に
よ
っ
て
は
、（
エ
）
が
五
〇
％
前

後
の
企
業
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
（
ウ
）
は
四
％
以
下
、（
オ
）
は
二
〇
％
以
下
で
あ
る
。「
な
で
し
こ
銘
柄
」
企
業
四
六
社
全

体
で
は
、
一
般
的
に
（
エ
）
は
二
〇
％
程
度
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
（
ウ
）
は
さ
ら
に
低
く
、
な
か
に
は
（
オ
）
の
管
理
職
女

性
比
率
で
す
ら
五
％
に
満
た
な
い
企
業
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
業
員
の
二
〇
％
は
女
性
が
占
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
職

の
九
五
％
は
男
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
な
で
し
こ
銘
柄
」
企
業
で
さ
え
も
「
男
性
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
昇
進
し
や
す
い
」

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
男
性
ポ
ス
ト
浸
食
の
懸
念
は
い
ま
の
と
こ
ろ
無
用
で
あ
る
。
単
純
に
、
正
社
員
に
お
け
る
男
女
比
率
と
管
理

職
に
お
け
る
男
女
比
率
が
一
致
し
た
と
き
、
両
性
間
の
職
場
に
お
け
る
機
会
平
等
、
職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
が
実
現
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

18
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四
、
女
性
役
員
登
用
と
企
業
価
値

　

い
ま
ま
で
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
報
告
書
を
用
い
て
「
女
性
役
員
登
用
」
の
検
証
し
て
き
た
。
な
ぜ
、
企
業
は
女
性
役
員
を
増
や

す
べ
き
な
の
か
？　

基
本
的
人
権
の
保
障
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
、
そ
の
先
に
あ
る
女
性
活
躍
推
進
法
、
あ
る
い
は
東
証
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
、
こ
れ
ら
の
要
請
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
か
？　

そ
も
そ
も
株
式
会
社
は
利
潤
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、

企
業
価
値
が
向
上
し
な
け
れ
ば
存
在
す
る
意
味
が
な
い
。
直
接
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
女
性
役
員
を
登
用
す
れ
ば
企
業
は
「
儲
か
る
」

の
か
、
に
行
き
つ
く
。
で
は
、
企
業
価
値
や
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
「
女
性
役
員
登
用
」
の
関
係
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

【「
な
で
し
こ
銘
柄
」
選
定
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
】

　

報
告
書
で
は
、
女
性
活
躍
推
進
の
経
営
効
果
に
つ
い
て
も
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
一
月
末
の
株
価
終
値
を
一
〇
〇

と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
一
月
末
ま
で
の
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
四
六
社
とT

O
PIX

の
株
価
指
数
の
推
移
を
比
較
す
る
折
れ
線
グ
ラ
フ

（
報
告
書
三
頁
の
図
表
一
参
照
）
に
よ
る
と
、
変
動
の
波
は
両
グ
ル
ー
プ
と
も
同
じ
で
あ
る
が
、
常
に
「
な
で
し
こ
銘
柄
」
選
定
企

業
四
六
社
の
株
価
指
数
の
ほ
う
が
高
く
、
次
第
に
そ
の
差
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

　

報
告
書
は
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
の
業
績
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
確
認
す
る
た
め
、
令
和
元
年
度
（
二
〇
一
九
年
度
）
選
定
企
業
四

六
社
を
対
象
に
、
令
和
元
年
三
月
末
時
点
の
売
上
高
営
業
利
益
率
と
配
当
利
回
り
を
算
出
し
、
そ
れ
を
東
証
一
部
銘
柄
の
平
均
値
と

比
較
し
て
、
棒
グ
ラ
フ
を
表
わ
し
て
い
る
。
売
上
高
営
業
利
益
率
（
営
業
マ
ー
ジ
ン
）
は
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
の
方
が
九
％
と
市

場
平
均
値
六
・
五
％
よ
り
高
い
傾
向
が
み
ら
れ
て
い
る
（
同
四
頁
の
図
表
二
参
照
）。
配
当
利
回
り
に
つ
い
て
も
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」

20
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の
ほ
う
が
二
・
七
％
以
上
と
市
場
平
均
値
二
・
三
％
よ
り
高
い
傾
向
が
み
ら
れ
て
い
る
（
同
四
頁
の
図
表
三
参
照
）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
な
で
し
こ
銘
柄
」
の
ほ
う
が
、
一
般
的
な
東
証
一
部
銘
柄
よ
り
、
投
資
対
象
と
し
て
好
ま
し
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

【
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
白
書
】

　

東
証
で
は
、
二
〇
一
三
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
の
記
載
要
領
の
改
訂
を
行
い
、
東
証
上
場
各
社
に
対
し
、
女

性
の
活
躍
状
況
の
開
示
や
役
員
へ
の
女
性
登
用
に
関
す
る
現
状
を
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
立
場
の
尊
重
に
係
る
取
り
組
み
状
況
」

と
位
置
付
け
て
、
報
告
書
へ
の
任
意
的
記
載
事
項
と
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
東
証
が
公
表
す
る
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
白
書
」（
以
下
、
白
書
）
の
デ
ー
タ
か
ら
も
我
が
国
の
資
本
市
場
に
お
け
る
女
子
活
躍
状
況
の
「
見
え
る
化
」
を
読
み
解
く
こ
と

が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
女
性
活
躍
状
況
の
「
見
え
る
化
」
に
関
す
る
記
述
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
に
記
載
し
た
企
業
の
分
布
状

況
で
あ
る
が
、
①
市
場
区
分
別
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
日
経
四
〇
〇
の
企
業
の
五
〇
・
六
％
、
東
証
一
部
の
企
業
の
二
八
・
五
％
、
東
証
二

部
とJA

SD
A

Q

の
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
一
一
％
、
マ
ザ
ー
ス
の
企
業
の
九
・
四
％
が
、
女
性
活
躍
状
況
の
言
及
を
行
っ
て
い
る
（
白

書
三
八
頁
、
図
表
三
三
参
照
）。
②
連
結
従
業
員
数
別
で
は
従
業
員
数
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
企
業
で
は
三
一
・
七
％
、
一
〇
〇
人
未

満
で
は
九
・
六
％
と
従
業
員
数
が
多
い
企
業
ほ
ど
女
性
活
躍
状
況
の
記
述
を
し
て
い
る
（
白
書
三
八
頁
、
図
表
三
四
参
照
）。
③
連

結
売
上
高
別
で
は
、
一
兆
円
以
上
の
企
業
の
六
六
・
七
％
、
一
〇
〇
〇
億
円
以
上
一
兆
円
未
満
の
企
業
の
三
一
・
七
％
、
一
〇
〇
億

円
以
上
一
〇
〇
〇
億
円
未
満
の
企
業
の
一
八
・
三
％
、
一
〇
〇
億
円
未
満
の
企
業
の
九
・
五
％
が
女
性
活
躍
状
況
の
記
述
を
し
て
い

る
（
白
書
三
八
頁
、
図
表
三
五
参
照
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
大
企
業
、
従
業
員
数
、
売
上
高
の
大
き
い
企
業
ほ
ど
、
女
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性
活
躍
状
況
に
関
す
る
報
告
書
へ
の
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、
会
社
の
持
続
的
な
成
長
を
確
保
す
る
た
め

の
、
女
性
活
躍
推
進
を
含
む
社
内
の
多
様
性
の
確
保
の
推
進
に
つ
い
て
定
め
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
原
則
二

－

四
の
実
施
率
は
九
九
・
六
％
（
白
書
三
七
頁
）
で
あ
り
、
東
証
上
場
会
社
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
「
多
様
性
」
を
意
識
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
の
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
立
場
の
尊
重
に
係
る
取
り
組
み
状
況
」
の
「
そ
の

他
」
に
お
け
る
補
足
説
明
で
、
役
員
へ
の
女
性
登
用
に
関
す
る
現
状
の
記
載
が
あ
っ
た
企
業
は
東
証
上
場
会
社
全
体
の
七
・
七
％
に

あ
た
る
二
七
六
社
と
な
る
。
①
市
場
区
分
別
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
日
経
四
〇
〇
の
企
業
の
一
九
・
三
％
、
東
証
一
部
の
企
業
の
一
〇
・

六
％
、
東
証
二
部
とJA

SD
A

Q

の
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
約
三
・
三
％
、
マ
ザ
ー
ス
の
企
業
の
五
・
五
％
が
女
性
役
員
を
登
用
し
て
い

る
（
白
書
三
九
頁
、
図
表
三
六
参
照
）。
②
業
種
別
（
二
七
業
種
分
類
）
で
は
、
保
険
業
の
三
〇
・
八
％
、
電
気
・
ガ
ス
業
の
二
九
・

二
％
、
銀
行
業
の
二
三
・
八
％
、
空
運
業
の
二
〇
・
二
％
の
企
業
が
女
性
役
員
の
登
用
を
行
っ
て
い
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
六
・

一
％
に
と
ど
ま
る
（
白
書
三
九
頁
、
図
表
三
七
参
照
）。
こ
れ
は
、
同
業
者
数
の
少
な
い
業
種
や
大
企
業
の
寡
占
的
傾
向
の
あ
る
業

種
ほ
ど
登
用
比
率
が
高
く
算
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
東
証
に
上
場
す
る
保
険
業
は
一
三
社
、
電
気
・
ガ
ス
業
は
二

四
社
し
か
な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
企
業
数
は
無
数
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
③
連
結
売
上
高
別
で
は
、
一
兆
円
以
上
の
企
業
の
三

二
％
、
一
〇
〇
〇
億
円
以
上
一
兆
円
未
満
の
企
業
の
九
・
八
％
、
一
〇
〇
億
円
以
上
一
〇
〇
〇
億
円
未
満
の
企
業
の
六
・
七
％
、
一

〇
〇
億
円
未
満
の
企
業
の
三
・
七
五
％
が
女
性
役
員
を
登
用
し
て
い
る
（
白
書
三
八
頁
、
図
表
三
五
参
照
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

業
種
に
多
少
の
偏
り
は
あ
る
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
大
企
業
、
売
上
高
の
大
き
い
企
業
ほ
ど
、
女
性
役
員
を
登
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

　

白
書
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
上
場
企
業
の
女
性
役
員
数
の
伸
び
に
関
す
る
内
閣
府
の
デ
ー
タ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
白
書
四
二
頁
、

図
表
三
九
参
照
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
八
年
の
六
年
間
に
我
が
国
の
上
場
会
社
の
女
性
役
員
数
は
六
三
〇
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人
（
一
・
六
％
）
か
ら
一
七
〇
五
人
（
四.

一
％
）
に
増
加
し
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
二
〇
年
発
表
の
数
値
は
二
一
二
四
人
（
五
・

二
％
）
で
あ
る
か
ら
、
政
府
の
数
値
目
標
で
あ
る
一
〇
％
（
約
四
〇
〇
〇
人
）
に
は
達
し
な
か
っ
た
が
、
着
実
に
地
道
に
増
加
し
て

い
る
。

【
企
業
価
値
の
向
上
と
の
関
連
性
】

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
女
性
活
躍
推
進
と
女
性
役
員
登
用
を
行
っ
て
い
る
企
業
は
、
い
わ
ゆ
る
大
企
業
で
、
従
業
員
数
・
売
上
高
が

大
き
く
、
か
つ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
高
い
と
い
う
傾
向
が
見
え
て
き
た
。
で
は
、
業
績
が
優
良
な
企
業
だ
か
ら
女
性
役
員
を
登
用
が

可
能
な
の
か
、
女
性
役
員
を
登
用
し
た
か
ら
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
向
上
し
た
の
か
、
所
謂
「
鶏
が
先
か
卵
が
先
か
」
と
い
う
ス
パ
イ

ラ
ル
が
生
ま
れ
る
。

　

こ
れ
に
つ
き
、
社
外
役
員
経
験
者
の
女
性
弁
護
士
は
女
性
が
取
締
役
会
の
構
成
員
と
な
る
効
果
と
し
て
、
社
内
の
女
性
従
業
員
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
の
ほ
か
、
多
様
性
が
会
議
体
の
活
性
化
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
機
関
投
資

家
の
多
く
が
女
性
役
員
登
用
率
を
投
資
判
断
材
料
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
男
性
中
心
だ
っ
た
職
種
に
女

性
の
視
点
が
入
る
こ
と
に
よ
る
見
直
し
が
新
た
な
取
り
組
み
に
な
る
）」、「
働
き
方
改
革
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
」、「
人
材
の
確
保
」、

「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
に
よ
る
リ
ス
ク
低
減
（
意
思
決
定
や
判
断
ま
で
に
多
様
性
が
浸
透
し
て
き
て
早
く
気
付
く
こ
と
が
あ
る
）」
の
四

つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
由
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
女
性
役
員
比
率
と
業
績
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
連
性
を
考
察
す
る
先
行
研
究
を
紐
解
く
と
様
々
な
指
摘
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
女
性
役
員
が
会
議
体
に
加
わ
る
こ
と
で
、
異
質
な
第
三
者
の
目
に
よ
り
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
強
化
さ
れ
不
正
が
起

き
に
く
く
な
る
」
と
い
っ
た
客
観
性
重
視
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
翼
を
担
う
こ
と
、「
消
費
の
決
定
権
の
八
割
を
女
性
が
握
る
と
さ
れ

23
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て
い
る
の
で
、
女
性
が
企
業
の
意
思
決
定
層
（
役
員
レ
ベ
ル
）
に
加
わ
る
こ
と
で
、
市
場
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
開

発
で
き
る
」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
文
脈
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
我
が
国
の
企
業
に
つ
き
実
証
分
析
を
行
っ
た
ふ
た
つ
の
先
行
研
究
を
今
一
度
確
認
す
る
と
、
着
地
点
が
見
え
て
き
た
。

ま
ず
、
一
つ
め
と
し
て
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
三
年
のT

O
PIX

500

か
ら
抽
出
し
た
企
業
を
対
象
に
し
て
、
二
段
階
最
小
二
乗

法
を
用
い
て
分
析
し
た
実
証
研
究
（
前
掲
注
20
・
松
本
論
文
）
は
、「
メ
デ
ィ
ア
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
女
性
取
締
役
の

登
用
と
企
業
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
け
る
正
の
関
係
が
見
せ
か
け
の
相
関
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。」（
同
八

〇
頁
）
と
す
る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
四
年
度
の
東
証
一
部
上
場
の
対
象
に
し
た
実
証
研
究
（
前
掲
注
20
・
新
倉
＝
瀬
古
論
文
）
は
、

「
女
性
役
員
の
い
る
企
業
は
女
性
役
員
数
の
増
加
が
業
績
を
向
上
さ
せ
る
効
果
が
一
部
認
め
ら
れ
、
社
外
役
員
の
専
門
性
の
多
様
化

を
示
す
指
標
は
、
一
定
の
値
以
降
業
績
を
向
上
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
示
唆
さ
れ
た
」
と
し
て
お
り
、「
取
締
役
会
に
お
け
る
女
性

役
員
が
業
績
に
与
え
る
影
響
は
、
女
性
役
員
が
存
在
す
る
企
業
は
、
そ
も
そ
も
女
性
役
員
を
登
用
す
る
だ
け
の
環
境
を
有
し
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
環
境
が
整
っ
て
お
り
、
女
性
役
員
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
固
定
効
果
モ
デ
ル
の
数
の
増
加
は
業

績
を
高
め
る
効
果
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
内
生
性
を
考
慮
し
た
操
作
変
数
法
で
は
そ
の
効
果
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。」（
同
一
七

－

一
八
頁
）
と
結
論
付
け
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、「
鶏
卵
」
ス
パ
イ
ラ
ル
に
終
わ
り
が
見
え
た
感
が
あ
る
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て
ー
女
性
役
員
ク
ォ
ー
タ
制
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
案
の
ゆ
く
え

　

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
、
上
場
会
社
役
員
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
に
つ
き
、
ク
ォ
ー
タ
制
を
導
入
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
案
の
検
討

27
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が
始
ま
っ
た
の
は
二
〇
一
二
年
で
あ
っ
た
。
欧
州
委
員
会
は
、
非
業
務
執
行
役
員
の
四
〇
％
を
少
な
い
方
の
性
別
（
多
く
の
場
合
は

女
性
）
に
割
り
当
て
る
ク
ォ
ー
タ
制
を
、
Ｅ
Ｕ
指
令
の
形
式
で
加
盟
国
国
内
法
（
措
置
）
の
整
備
を
求
め
る
提
案
書
（C

O
M

 

2012/614

）
を
採
択
し
、
そ
の
後
、
欧
州
議
会
第
一
読
会
で
採
択
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
理
事
会
で
の
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ

ン
ス
等
の
よ
う
に
提
案
書
以
前
か
ら
国
内
法
で
ク
ォ
ー
タ
制
を
導
入
し
て
い
る
加
盟
国
は
別
と
し
て
、
欧
州
全
体
の
女
性
役
員
登
用

の
進
捗
状
況
を
み
る
と
、
さ
す
が
に
「
四
〇
％
」
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
の
か
、
Ｅ
Ｕ
理
事
会
の
再
修
正
案
で
は
、
ク
ォ
ー
タ
制

の
対
象
を
、
業
務
執
行
役
員
を
加
え
た
「
全
役
員
」
に
拡
大
し
た
う
え
で
、「
三
三
％
」
に
引
き
下
げ
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
こ
の

方
式
を
と
れ
ば
、
実
際
に
登
用
さ
れ
る
べ
き
女
性
役
員
数
は
提
案
書
の
原
案
に
較
べ
少
な
く
な
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
理
事
会
の
審
議

は
二
〇
一
七
年
六
月
を
最
後
に
膠
着
状
態
と
な
り
、
い
ま
だ
Ｅ
Ｕ
法
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
欧
州
に
お
け
る
上
場
会
社
の
女
性
役
員
の
登
用
の
現
状
は
い
か
ば
か
り
か
。
Ｅ
Ｕ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
研
究
所
（E

uropean 

Institute for G
ender E

quality, E
IG

E
）
の
統
計
（
二
〇
二
〇
年
上
半
期
）
に
よ
る
と
、
離
脱
し
た
英
国
を
除
く
二
七
加
盟
国
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
取
締
役
会
構
成
員
（B

oardm
em

bers

）
に
女
性
の
占
め
る
割
合
の
平
均
値
は
、
二
八
・
七
％
で
あ
り
、
四
〇
％

は
お
ろ
か
、
三
三
％
に
も
及
ば
な
い
。
さ
ら
に
、
業
務
執
行
役
員
に
女
性
の
占
め
る
割
合
の
平
均
値
は
一
八
・
八
％
と
な
る
一
方
、

非
業
務
執
行
役
員
で
は
女
性
が
三
〇
・
五
％
を
占
め
て
い
る
。
欧
州
で
も
、
非
業
務
執
行
役
員
に
は
、
い
わ
ゆ
る
独
立
社
外
取
締
役

と
し
て
社
外
の
専
門
家
や
経
営
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
女
性
役
員
登
用
比
率
を
押
し
上
げ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
「
社
外
役

員
」
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
統
計
か
ら
推
認
で
き
る
。
国
別
に
み
て
も
非
業
務
執
行
役
員
の
女
性
比
率
は
つ
ね
に
業
務
執
行
役
員
の

女
性
比
率
よ
り
高
い
と
い
う
結
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
が
国
と
同
様
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
女
性
役
員
登
用
は
女
性
社
外
役
員
が
主

流
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
Ｅ
Ｉ
Ｇ
Ｅ
で
は
「
経
営
の
意
思
決
定
に
お
け
る
男
女
（W

om
en 

28

29
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」
の
項
で
こ
の
統
計
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
会
社
法
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
視
点
で
は
、
企
業
の
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
客
観
性
・
多
様
性
と
い
う
点
で
社
外
役
員
を
高
く
評
価
し
て

い
る
の
で
、
こ
こ
に
女
性
を
登
用
す
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
企
業
文
化
は
、
社
内
人
材
の
活
用
を
重

視
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、「
女
性
活
躍
推
進
」
を
広
義
に
と
ら
え
れ
ば
、
業
務
執
行
役
員
、
い
わ
ゆ
る
社
内
役
員
へ
の
女
性
登

用
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
と
は
い
え
、
我
が
国
の
当
面
の
課
題
は
、
社
外
役
員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
活
用
し
て
、
未
達
に
終
わ
っ
た
政
府

数
値
目
標
、
女
性
役
員
登
用
率
「
一
〇
％
」
に
ま
ず
は
た
ど
り
着
く
こ
と
で
あ
る
。
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【別表１】令和元年度「なでしこ銘柄」選定企業取組紹介のデータ表サンプル
 （出典：経済産業省、東京証券取引所「令和元年度なでしこ銘柄レポート」）

＊ 本サンプル表は、本稿作成にあたり、経済産業省経済産業局経済社会政策室よ
り、ご提供いただいた（2020年12月）。
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【別表２】欧州各国における上場会社の女性役員の登用率（2020年上半期）

本表は EIGE統計より筆者が抜粋して作成。
作成方法は以下の通り：
European Insititute for Gender Equality(EIGE)は2006年に設置された EUの機関のひ
と つ で、HP に よ り Gender Statistics Database （https://eige.europe.eu/gender-
statistics/dgs）を公表している。こちらにアクセスし、Women and Men in decision-
makingから businessのタブを選択し、Largest listed companies:Presidents,
Boardmembers and employee representativesのタブ（A）、Largest listed companies: 
CEOs,Executives and Non-executivesのタブ（B）、それぞれにおいて期間と性別を
設定し、2020年上半期における女性の占める割合を、EU28（27加盟国＋英国）、
EU27（加盟国のみ）、欧州主要国別に抜粋した。
本表の① Executives（業務執行役員）② Non-executives（非業務執行役員）③
Boardmembers（取締役会構成員）のうち、①・②は（A）から、③は（B）から
抽出。

国名等 ① ② ③

EU28 19.3 31.5 29.2

EU27-2020 18.8 30.5 28.7

ベルギー 13.7 39.8 36.5

ドイツ 14.5 34 36.1

アイルランド 23 31.7 26.6

スペイン 16.3 31.5 27.4

フランス 20.4 48.7 45

イタリア 12.8 42.7 36.8

オランダ 22 34.2 33.3

ポーランド 13.6 23,7 22.6

ポルトガル 15.5 31 24.6

フィンランド 23.9 35.1 34.3

スウェーデン 24.7 42.5 38.6

英国 23.3 41.4 34.6

（数字はパーセンテージを表す）
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注（
１
）　

い
ず
れ
の
指
数
も
「
〇
」
が
完
全
不
平
等
、「
一
」
が
完
全
平
等
を
顕
す
。
Ｇ
Ｇ
Ｉ
総
合
一
位
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
〇
・
八
七
七
、
以
下

一
〇
位
ま
で
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
、

ル
ワ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
。
フ
ラ
ン
ス
一
五
位
、
カ
ナ
ダ
一
九
位
、
英
国
二
一
位
、
米
国
五
三
位
、
イ
タ
リ
ア
七
六
位
、
ロ
シ
ア
八
一
位
、
中

国
一
〇
六
位
、
韓
国
一
〇
八
位
。（
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
「
共
同
参
画
」
一
三
二
号
（
二
〇
二
〇
年
三
・
四
月
号
、
一
一
頁
参
照
）。

（
２
）　

上
田
廣
美
「
会
社
法
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
相
克
―
上
場
会
社
役
員
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
案

を
て
が
か
り
と
し
て
」、
Ｅ
Ｕ
法
研
究
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
信
山
社
、
三
六

－

五
八
頁
。

（
３
）　

二
〇
一
五
年
当
時
、
二
〇
二
〇
年
の
目
標
値
は
一
〇
％
。
し
か
し
二
〇
二
〇
年
の
上
場
企
業
に
お
け
る
女
性
役
員
比
率
は
増
加
し
た
も

の
の
五
・
二
％
に
と
ど
ま
っ
た
（
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
「
共
同
参
画
」
一
一
九
号
二
頁
、
一
三
〇
号
裏
表
紙
参
照
）。

（
４
）　

政
府
は
、
二
〇
二
〇
年
七
月
、
指
導
的
地
位
に
占
め
る
女
性
の
割
合
を
三
〇
％
に
す
る
と
い
う
目
標
「
二
〇
三
〇
（
に
い
ま
る
さ
ん
ま

る
）」
を
断
念
し
、「
二
〇
年
代
の
可
能
な
限
り
早
期
に
」
に
「
三
〇
％
程
度
」
の
先
送
り
方
針
に
変
更
。
最
初
に
数
値
目
標
を
掲
げ
た
の

は
二
〇
〇
三
年
当
時
の
小
泉
内
閣
で
あ
る
（
朝
日
新
聞
二
〇
二
〇
年
九
月
六
日
朝
刊
「
遠
い
女
性
の
地
位
向
上
」
参
照
）
と
す
れ
ば
、
一

七
年
費
や
し
て
も
達
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
５
）　

共
同
参
画
一
二
六
号
二

－

三
頁
。「
え
る
ぼ
し
」
制
度
は
厚
生
労
働
省
の
Ｈ
Ｐ
参
照
。（https://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/0000091025. htm
l

）。

 

　
「
五
つ
の
基
準
」
と
は
、
①
採
用
、
②
継
続
就
業
、
③
労
働
時
間
等
の
働
き
方
、
④
管
理
職
比
率
、
⑤
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
の
各

評
価
項
目
に
つ
き
、
申
請
す
る
当
該
企
業
の
実
績
値
が
厚
労
省
の
も
と
め
る
基
準
値
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（
６
）　

報
告
書
「
令
和
元
年
度
な
で
し
こ
銘
柄
」（
二
〇
二
〇
年
三
月
）
経
済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
経
済
社
会
政
策
室
・（
株
）
東
京
証
券

取
引
所
。
経
産
省
Ｈ
Ｐ
参
照
。（https://w

w
w

.m
eti.go.jp/policy/econom

y/jinzai/diversity/nadesikorepoto.pdf-2020-3-31

）。

（
７
）　
「
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
に
お
け
る
女
性
活
躍
情
報
の
活
用
状
況
に
関
す
る
調
査
研
究
に
つ
い
て
」
共
同
参
画
一
二
二
号
一
〇

－

一
一
頁
。

（
８
）　https://w

w
w

.JPX
.co.jp/equities/listing/cg/index.htm

l 

参
照
。
本
稿
で
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
版
を
参
照
（https://w

w
w

.

JPX
.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq000008jdy-att/nlsgeu000000xdnnnnn5.pdf

）。

（
９
）　https://w

w
w

.JPX
.co.jp/equities/listing/cg/01.htm

l
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（
10
）　
「
役
員
四
季
報
」
を
用
い
た
研
究
（
武
川
恵
子
「
女
性
役
員
登
用
促
進
施
策
の
女
性
活
躍
推
進
に
お
け
る
政
策
的
位
置
づ
け
と
課
題
」

昭
和
女
子
大
学
文
化
研
究
所
紀
要
四
六
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
よ
る
と
、
女
性
役
員
の
六
九
％
は
社
外
人
材
（
二
〇
一
六
年
）
で
あ
り
、

こ
の
傾
向
は
続
い
て
お
り
、
新
任
の
女
性
役
員
の
八
二
％
は
社
外
人
材
で
あ
り
内
部
昇
進
が
少
な
い
と
さ
れ
る
（
同
四
七

－

四
八
頁
）。

さ
ら
に
、
政
府
目
標
の
女
性
役
員
一
〇
％
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
今
後
約
二
四
〇
〇
人
の
女
性
役
員
を
増
や
す
こ
と
に
な
り
、
現
状
の

社
外
人
材
比
率
を
想
定
す
る
と
、
今
後
約
一
九
〇
〇
人
の
女
性
社
外
役
員
が
必
要
と
な
る
。
一
方
で
四
社
以
上
兼
務
す
る
女
性
社
外
役
員

も
あ
る
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
偏
重
の
是
正
に
は
す
で
に
実
施
し
て
い
る
内
閣
府
主
催
の
女
性
役
員
セ
ミ
ナ
ー
の
さ
ら
な
る
充
実
を
指
摘
し

て
い
る
（
同
五
〇
頁
）。

（
11
）　

守
屋
貴
司
「
上
場
日
本
企
業
の
女
性
役
員
比
率
に
関
す
る
国
際
比
較
研
究
」
立
命
館
経
営
学
五
二
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
一

－

二
一
頁
、
石
錚
「
中
国
・
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
上
場
企
業
に
お
け
る
女
性
役
員
の
登
用
に
関
す
る
国
際
比
較
研
究
序
説
」
立
命
館
法

学
五
三
巻
四
号
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
六
七

－
九
〇
頁
、
松
井
智
予
「
上
場
企
業
に
お
け
る
女
性
役
員
と
ク
ォ
ー
タ
制
の
目
的
と
効
用

（
一
）」
上
智
法
学
論
集
五
六
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
一

－

一
一
八
頁
、
田
邉
真
敏
「
オ
ラ
ン
ダ
会
社
法
の
女
性
役
員
ク
ォ
ー
タ
規
定
」

修
道
法
学
三
七
巻
二
号
四
八
一

－
五
一
七
頁
、
越
智
方
美
「
意
思
決
定
の
場
に
女
性
の
声
を
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
女
性
役
員
ク
オ
ォ
ー
タ

の
事
例
」
Ｎ
Ｗ
Ｅ
Ｃ
実
践
研
究
八
号
『
女
性
活
躍
と
地
方
創
生
』
国
立
女
性
会
館
（
二
〇
一
八
年
二
月
）
一
五
九

－

一
七
一
頁
。
越
智
論

文
（
一
六
二
頁
）
で
は
「
女
性
役
員
ク
ォ
ー
タ
制
指
令
が
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
欧
州
議
会
で
…
可
決
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
欧
州
議
会
第
一
読
会
修
正
案
が
合
意
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
越
智
論
文
公
表
当
時
で
は
、
二
〇
一
七
年
の
Ｅ
Ｕ
理
事
会
再
修
正

法
案
が
審
議
中
の
段
階
で
あ
り
Ｅ
Ｕ
指
令
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
（
前
掲
注
２
・
上
田
論
文
五
一

－

五
四
頁
参
照
）。

（
12
）　

二
〇
一
八
年
の
女
性
役
員
の
割
合
は
、
日
本
四
・
一
％
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
三
八
・
七
％
、
フ
ラ
ン
ス
三
四
・
四
％
、
イ
ギ
リ
ス
二
三
・

二
％
、
イ
ギ
リ
ス
二
二
・
六
％
、
ド
イ
ツ
二
二
・
六
％
、
米
国
一
七
・
九
％
（
東
証
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
白
書
二
〇
一
九
年
版
、

四
一
頁
原
注
三
八
参
照
）。

（
13
）　

前
掲
注
６
、
以
下
「
報
告
書
」。

（
14
）　

東
証
一
部
二
一
五
二
社
中
四
八
三
社
（
回
答
率
二
二
・
四
％
）、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
日
経
四
〇
〇
社
中
一
九
三
社
（
同
四
八
・
三
％
）。

（
15
）　
「（
改
訂
版
）
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
二
・
〇
行
動
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
の
項
で
、
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
向
上
と

し
て
、
女
性
で
あ
る
取
締
役
・
社
内
取
締
役
・
監
査
役
・
執
行
役
員
（
執
行
役
、
含
）
の
員
数
・
比
率
が
調
査
対
象
と
な
っ
た
（
報
告
書
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五
頁
）。

（
16
）　

別
表
１
参
照
。
本
サ
ン
プ
ル
表
は
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
経
済
産
業
省
経
済
産
業
局
経
済
社
会
政
策
室
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
い
た
（
二

〇
二
〇
年
一
二
月
）。

（
17
）　https://w

w
w

.JPX
.co.jp/listing/cg-search/index/htm

l 

ま
た
は

 

　

https://w
w

w
2.tse.or.jp/tseH

pFront/C
G

K
0100A

ction/d?Show
=Show

の
検
索
画
面
に
、
な
で
し
こ
銘
柄
各
社
の
証
券
コ
ー
ド

を
入
力
し
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
日
ま
で
の
開
示
さ
れ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
を
検
索
す
る
。
開
示
情
報
に
は
、
取
締

役
・
監
査
役
の
全
員
数
と
「
社
外
」
の
員
数
、「
社
外
」
人
物
に
つ
い
て
は
そ
の
属
性
・
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
性
別
の
記
載
は

な
い
た
め
、
氏
名
で
判
断
し
た
。
ま
た
、「
そ
の
他
」
の
項
で
、
女
性
活
躍
推
進
の
取
り
組
み
等
に
お
い
て
、
社
内
監
査
役
・
社
内
取
締
役
・

執
行
役
員
に
女
性
の
登
用
を
行
っ
て
い
る
旨
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
社
内
監
査
役
の
性
別
が
推
認
で
き
る
。

（
18
）　

前
掲
注
４
・
朝
日
新
聞
「
女
性
優
遇
で
男
性
差
別
状
態
（
東
京
都
・
四
〇
代
男
性
）」
の
声
。

（
19
）　

筆
者
の
私
見
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
か
り
に
正
社
員
の
女
性
比
率
五
％
の
企
業
で
、「
二
〇
三
〇
」
に
こ
だ
わ
っ
て
管
理

職
の
女
性
比
率
を
三
〇
％
に
増
加
さ
せ
れ
ば
、
逆
の
意
味
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
と
な
る
。

（
20
）　

先
行
研
究
と
し
て
、
小
島
愛
「
女
性
役
員
と
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
関
係
：U

K
 FT

SE
350

を
用
い
た
探
索
的
研
究
」
立
命

館
法
学
五
七
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
八
年
七
月
）
一

－

一
五
頁
、
松
本
守
「
日
本
企
業
の
取
締
役
会
に
お
け
る
女
性
取
締
役
の
登
用
は
本

当
に
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
引
き
上
げ
る
の
か
？
」
北
九
州
市
立
大
学
『
商
経
論
集
』
五
四
巻
一
・
二
・
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一

九
年
三
月
）
六
九

－
八
二
頁
、
新
倉
博
明
・
瀬
古
美
喜
「
取
締
役
会
に
お
け
る
女
性
役
員
と
企
業
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
係
」
三
田
学
会

雑
誌
一
一
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
四
月
）
一

－

二
〇
頁
、
三
輪
晋
也
「
日
本
企
業
の
女
性
役
員
登
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
に
関
す
る

実
証
分
析
」
国
士
舘
大
学
『
経
済
研
紀
要
』
三
〇
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
一

－

二
七
頁
。
野
村
浩
子
「
女
性
役
員
が
増
え
る
意
義
」
自

由
と
正
義
二
〇
一
五
年
七
月
号
二
四

－

三
〇
頁
、
を
参
照
。

（
21
）　
『
東
証
上
場
会
社
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
白
書
二
〇
一
九
』（
株
）
東
京
証
券
取
引
所
（
二
〇
一
九
年
五
月
）
三
七

－

四
二
頁
、

一
〇
八

－

一
一
一
頁
。

（
22
）　
「
本
社
と
子
会
社
の
取
締
役
、
監
査
役
、
執
行
役
、
執
行
役
員
へ
の
女
性
の
登
用
」
の
意
。

（
23
）　

二
〇
一
九
年
七
月
末
の
時
点
で
、
上
場
企
業
の
う
ち
、
全
体
の
二
四
％
の
会
社
で
役
員
の
女
性
比
率
が
一
〇
％
超
え
て
お
り
、
そ
う
し
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た
会
社
は
二
〇
一
八
年
よ
り
一
七
四
社
増
加
し
て
い
る
。
女
性
役
員
が
一
名
以
上
の
会
社
は
上
場
企
業
の
四
二
％
を
占
め
る
（「
共
同
参

画
」
一
三
〇
号
裏
表
紙
二
〇
二
〇
年
一
月
）。

（
24
）　

金
野
志
保
「
女
性
弁
護
士
社
外
役
員
候
補
者
名
簿
制
度
の
背
景
と
概
要
」
自
由
と
正
義
二
〇
二
〇
年
四
月
号
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
25
）　

前
掲
注
24
参
照
。

（
26
）　

前
掲
注
21
・
白
書
四
二
頁
参
照
。

（
27
）　

前
掲
注
20
・
野
村
二
八

－

二
九
頁
。
同
旨
前
掲
注
20
・
三
輪
六
頁
。

（
28
）　

法
案
内
容
の
詳
細
は
前
掲
２
・
上
田
論
文
参
照
。 

（
29
）　

別
表
２
参
照
。


